
（様式第３号） 

共同研究契約書 

 

 三重県（以下、「甲」という。）と○○○○○○○○（以下、「乙」という。）とは、次の条項

に従い共同研究の実施及び成果の取り扱いに関する契約を締結する。 

 

（共同研究の実施） 

第１条 甲及び乙は、相互協力して次の研究（以下、「本共同研究」という。）を共同で実

施するものとする。 

（１）研究課題： 

（２）研究目的： 

（３）研究内容： 

 

（用語の定義） 

第２条 本契約において、次に掲げる用語は次の定義によるものとする。 

一 「研究成果」とは、本共同研究に基づき得られたもので、第１０条に従って作成され

る共同研究報告書において成果として確定された本共同研究の目的に関係する発

明、考案、意匠、ノウハウ等の技術的成果をいう。 

二 「知的財産権」とは、次に掲げるものをいう。 

イ 特許法（昭和３４年法律第１２１号）に規定する特許権、実用新案法（昭和３４年

法律第１２３号）に規定する実用新案権、意匠法（昭和３４年法律第１２５号）に規

定する意匠権、商標法（昭和３４年法律第１２７号）に規定する商標権、種苗法

（平成１０年法律第８３号）に規定する育成者権及び外国における上記各権利に

相当する権利（以下、「特許等」という。） 

ロ 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を

受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、商標法に規定する商標

登録出願により生じた権利、品種登録を受ける権利及び外国における上記各権

利に相当する権利（以下、「特許等を受ける権利」という。） 

ハ 秘匿することが可能な技術情報であって、かつ、財産的価値のあるものの中から、

第２０条の規定に基づき特定するもの（以下、「ノウハウ」という。） 

三 「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となる

ものについては考案、意匠権の対象となるものについては創作、商標権の対象とな

るものについては商標並びに育成者権の対象となるものについては育成をいう。 

四 知的財産権の「実施」とは、特許法第２条第３項に定める行為、実用新案法第２条



第３項に定める行為、意匠法第２条第２項に定める行為、商標法第２条第３項に定

める行為、種苗法第２条第５項に定める行為、並びにノウハウの使用をいう。 

五 「乙の指定する者」とは、乙のグループ企業又は乙が生産もしくは製造を委託する

者等を指し、甲と乙が協議のうえ、共同出願契約又は実施契約等で定める者をいう。 

 

（研究実施期間と契約期間） 

第３条 本共同研究の研究実施期間及び契約期間は、契約締結の日から令和○年〇

月○日までとする。 

 

（実施場所） 

第４条 本共同研究の実施場所は、次のとおりとする。 

（１） 三重県松阪市嬉野川北町５３０ 三重県農業研究所 （甲の施設等） 

（２） ○○県○○市○○町○○番地 〇○○○○ （乙の施設等） 

 

（本共同研究の分担及び管理） 

第５条 甲及び乙は、それぞれ別表第１に掲げる本共同研究を分担する。 

２ 甲及び乙は、それぞれ分担した本共同研究についての管理を行うものとする。 

３ 甲及び乙は、別表第２に掲げる研究員を本共同研究に参加させる。 

＜施設・機器類を共同利用する場合は、第３項、第４項を以下のように変更＞ 

３ 甲及び乙は、別表第２に掲げる研究員を本共同研究に参加させるとともに、甲及び

乙の所有する施設、機器類をこれらの研究員に使用させることができる。 

４ 前項において自己の研究員が相手方の所有する分析機器等を使用するときは、事

前にその条件等について甲、乙協議する。 

 

（本共同研究に要する経費） 

第６条 甲が分担する本共同研究に要する経費予定額は別表第３のとおりとし、乙はこ

れを上限として負担する。 

２ 乙は、前項に定める負担額を、甲が定める期日までに甲の発行する納入通知書によ

り納入しなければならない。 

３ 甲は、本共同研究の実施のため合理的でかつ総額に変化を生じない範囲で、別表

第３に示す支出科目の区分の内訳を変更することができる。 

 

（資材等の管理） 

第７条 甲及び甲に属する研究員は、乙が甲に提供した資材等について、本共同研究

が終了するまで、受入日、受入数量及び使用数量等を記録し適切に管理するものと



する。 

２ 前項の規定は、乙及び乙に属する研究員について準用する。 

 

（本共同研究の中止及び変更） 

第８条 甲又は乙は、天災その他研究遂行上やむを得ない事由があるときは、甲、乙協

議のうえ、本共同研究を中止することができる。この場合において、甲又は乙は、相手

方が受けた一切の損害について賠償する責を負わないものとする。 

２ 前項に基づき本共同研究を中止したときは、本契約は終了するものとし、甲及び乙は、

終了後２か月以内に、発明等及び本件知的財産権の内容・権利帰属等の詳細を書

面にて確認する。 

３ 甲及び乙は、本契約の内容に変更が生じた場合には、速やかに共同研究変更契約

を締結するものとする。 

４ 前項によらず、甲及び乙は、相手方に書面により通知することによって、別表第２のう

ち各々自らに属する研究員を変更することができる。 

 

（協力） 

第９条 甲及び乙は、相手方が本共同研究を円滑に推進するために必要な資料、およ

び、既に知り得た技術知見について、情報を共有することができる。また、提供した資

材等の成分及び製造方法等の提出を相手方から求められたときは、誠意を持ってこ

れに協力するものとする。 

 

（研究の報告） 

第１０条 甲及び乙は、第３条に定める契約期間終了後１か月以内に、共同研究報告書

を作成し相互に報告しなければならない。共同研究報告書の内容は、甲乙相互に内

容を協議したうえで、分担した研究の内容及び結果、並びに研究に要した経費を記

載するものとする。 

２ 甲及び乙は、共同研究報告書をあらかじめ相手方の承認を得ることなく公開できるも

のとする。ただし、共同研究報告書の内容に秘密にすべき事項が含まれないことを条

件とする。 

 

（研究の遅延） 

第１１条 甲又は乙は、本契約の期間内で本共同研究が完了できない場合には、相手

方に遅延の理由、終了時期を示し、その取り扱いを協議するものとする。 

 

（研究費及び資材等の返還） 



第１２条 第８条の規定により本共同研究が中止された場合、又は第２６条及び第２７条

の規定により本契約が解除された場合においても、第６条第１項の規定により乙が甲

に支払った研究経費は乙に返還しないものとする。 

２ 甲または乙は、本共同研究終了後、相手方から提供を受けた資材等を返還するもの

とする。ただし、相手方の承認を得た場合は、この限りではない。 

 

（権利の帰属及び出願等） 

第１３条 甲又は乙は、それぞれ自己に属する研究員が、本共同研究の過程において

発明等を行った場合は、速やかに相手方に通知し、甲及び乙で当該発明等に係る知

的財産権の帰属及び持分等の取扱について協議を行うものとする。 

２ 前項で定める協議の結果、甲及び乙が、それぞれに属する研究員が本共同研究の

過程において単独で発明等を行ったと認めたときは、単独で当該発明等に係る特許

等の出願（以下、「単独出願」という。）ができる。 

３ 第１項で定める協議の結果、甲及び乙が、それぞれに属する研究員が本共同研究の

過程において共同して発明等を行ったと認めたときは、甲及び乙が共同して特許等の

出願（以下、「共同出願）という。）を行うものとする。 

４ 甲及び乙は、前項に規定する共同出願を行おうとするときには、事前に、当該発明等

に係る知的財産権（以下、「本件知的財産権」という。）の持分を事前に協議したうえで、

別途共同出願契約を締結するものとする。 

５ 第３項の規定にかかわらず、甲又は乙が、相手方の発明等に係る特許等を受ける権

利の持分を譲り受けた場合、単独出願を行うことができる。 

６ 甲及び乙は、自己に属する研究員が行った発明等に係る本件知的財産権について、

それぞれが定める職務発明等に関する規程に従って、それぞれ自己に属する研究員

に対してのみ報奨又は報償を行うものとする。 

 

（共同出願） 

第１４条 甲及び乙は、前条第３項により共同出願を行うときは、協議により定めた期間に

おける、当該共同出願に係る特許等（以下、「共有特許等」という。）の実施について

事前に協議のうえ、次の各号から、いずれかを選択するものとする。 

一 甲及び乙は、共有特許等を第三者へ実施許諾しない。ただし、乙の指定する者を

除く。 

二 甲及び乙は、共有特許等の第三者への実施許諾を相手方の同意を得たうえで行

うことができる。なお、正当な理由なく、かかる同意を拒んではならない。 

２ 第1項の協議により定めた期間は、当該出願を行った日から５年間を最長とする期間

を限度として甲乙協議のうえ、出願時に定めるものとする。 



３ 前項で定めた期間を経過した後の共有特許等の実施については、原則として、第1

項第二号によるものとする。 

 

（共同出願の費用負担） 

第１５条 前条による共同出願に係る経費及び当該共同出願の対象となった共有特許

等の維持にかかる特許料等（以下、総称して「出願等費用」という。）の費用負担につ

いては、前条第１項の選択に応じて以下の各号を適用する。 

一 前条第１項第一号を選択したとき、乙は、前条第２項で定めた期間に係る「出願等

費用」を全額負担しなければならない。 

二 前条第１項第二号を選択したとき、甲及び乙は、第１３条第４項で定める本件知的

財産権の持分に応じて出願等費用を負担するものとする。 

２ 前条第２項で定めた期間を経過した後の期間に係る出願等費用については、原則と

して、前項第二号により負担するものとする。 

 

（研究成果の実施における基本的な考え方） 

第１６条 甲及び乙は、第１３条から第１５条、及び第１７条から第１９条に定める研究成果

の実施に係る取扱について、以下の事項について留意し、協議・交渉を行うものとす

る。 

一 本件知的財産権が、本共同研究の成果として得られたものであること。 

二 甲の責務として、研究所の研究成果を社会に還元する必要があること。 

三 甲が本件知的財産権を活用し、自ら商品化又は事業化することがないこと。 

四 本件知的財産権が、第６条に定める研究経費に加えて、それぞれが自己に属する

研究担当者等の人件費を負担し、又、それぞれの施設・設備等を利用して得られた

研究成果であること。 

 

（共有特許等の実施） 

第１７条 当該共有特許等について、乙又は乙の指定する者は実施できるものとし、甲は

原則として実施しない。 

２ 前項にかかわらず、甲及び乙は、共有特許等を研究活動のために無償にて実施でき

るものとする。 

３ 第１項に伴い、乙又は乙の指定する者が、共有特許等を実施しようとするときは、甲と

別に定める実施契約書を締結するものとし、甲は乙又は乙の指定する者に対して、当

該共有特許等を実施することに対する甲への補償金（以下、「実施補償金」という。）の

支払いを求めることができるものとする。当該実施補償金の支払に係る条件および金

額については、別途甲及び乙で協議のうえ決定する。 



 

（第三者実施料） 

第１８条 甲及び乙は、第１４条第１項の選択に応じて、共有特許等の第三者への実施

許諾ができるものとし、当該実施に係る第三者への実施料（以下、「第三者実施料」と

いう。）について、甲と乙で事前に協議して定める。この場合において、甲及び乙は、

第１３条第４項で定める本件知的財産権の持分に応じて、甲又は乙に第三者が支払う

第三者実施料を配分するものとする。 

 

（単独による実施許諾） 

第１９条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条に関わらず、事前に乙に通

知したうえで、単独で第三者に共有特許等の実施を許諾できる。ただし、甲は本条項

を乱用してはならない。 

 一 共有特許等の実施を制限することが公共の利益を著しく損なう恐れがあると認めら

れるとき。 

 二 共有特許等を第三者に実施許諾する場合であって、前条の協議の結果定めた第

三者実施料が公共の利益を著しく損なう恐れがあると認められるとき。 

 

（ノウハウの特定） 

第２０条 甲及び乙は、本共同研究の結果、ノウハウに該当するものが生じた場合には、

協議のうえ、速やかに書面にて特定するものとする。 

２ 前項に従って特定されたノウハウは、相手方の書面による承諾なく第三者に開示、漏

洩してはならない。ノウハウを秘匿すべき期間は、甲と乙で協議のうえ定めるものとする。 

 

（ノウハウの取扱） 

第２１条 本共同研究の結果生じたノウハウの取扱いについては、第１３条から第１５条、

及び第１７条から第１９条における発明等の取扱いに準じるものとし、第１６条の研究成

果の実施における基本的な考え方を踏まえ、甲と乙による協議のうえ、別途決定する

ものとする。 

 

（研究成果の公表等） 

第２２条 甲又は乙は、本共同研究の終了後に、論文等により研究成果を公表できる。

ただし、甲は、乙と協議のうえ、公にすることにより乙の競争上の地位その他正当な利

益を害すると認められるものは、公表を控えることとする。 

２ 甲又は乙は、第１８条及び第１９条の規定により、第三者に対し実施許諾をするときは、

前項ただし書きの規定にかかわらず、実施許諾を受ける第三者に必要な研究成果を



公開することができるものとし、その内容について、あらかじめ、相手方と協議するもの

とする。 

３ 甲又は乙は、第３条に定める本共同研究の契約期間中において、研究成果を公表し

ようとするときは、あらかじめ、相手方と協議するものとする。ただし、甲は、乙と協議の

うえ、公にすることにより乙の競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるも

のは、公表を控えることとする。 

４ 甲又は乙は、相手方の作成した共同研究報告書に記載されていない研究成果等に

ついて公表しようとするときは、あらかじめ相手方との協議を必要とするものとする。 

 

(秘密の保持) 

第２３条 甲及び乙は、本共同研究の実施に当たり、相手方より開示若しくは提供を受け

た情報、又は相手方より知り得た技術上若しくは営業上の情報について、相手方の書

面による事前の同意なしに、第三者に開示又は漏洩してはならない。ただし、当該情

報が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。 

一 相手方から知得した時点で既に公知となっている情報、又は相手方から知得した

後に自己の責に帰すべき事由によることなく公知となった情報であるもの 

二 第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報であるもの 

三 相手方から知得した時点で既に保有していた情報であるもの 

四 相手方から知得した情報によらないで独自に開発したことが書面により立証できる

情報であるもの 

五 法令又は裁判所の命令により開示を義務づけられている情報であるもの 

六 三重県農業研究所共同研究実施要領第４条に定める公募要領において、公表

するとした情報であるもの 

 

（情報公開） 

第２４条 共同研究報告書以外の文書等の公開は、前条の規定にかかわらず三重県情

報公開条例（平成１１年三重県条例４２号）に定めるところとする。 

 

（不当介入に対する措置） 

第２５条 乙は、契約の履行に当たって暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係法人等

（以下「暴力団等」という。）による不当介入を受けたときは、次の義務を負うものとする。 

一 断固として不当介入を拒否すること。 

二 警察に通報するとともに、捜査上必要な協力をすること。 

三 甲に報告すること。 

四 契約の履行において、暴力団等による不当介入を受けたことにより業務に遅れが



生じる等の被害が生じるおそれがある場合、甲と協議を行うこと。 

２ 乙が、前項の第２号又は第３号の義務を怠ったときは、「三重県の締結する物件関係

契約からの暴力団等排除措置要綱」第７条の規定により「三重県物件関係落札資格

停止要綱」に基づく落札資格停止等の措置を講ずる。 

 

（甲の解除権） 

第２６条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することがで

きる。 

一 乙の責に帰すべき理由により、本契約の目的を達することができないと認められると

き。 

二 前号に掲げる場合のほか、乙が本契約に違反し、その違反により本契約の目的を

達することができないと認められるとき。 

三 本契約に関し、乙が不正又は不誠実な行為をしたと甲が認めたとき。 

四 「三重県の締結する物件関係契約からの暴力団等排除措置要綱」第３条又は第４

条の規定により、「三重県物件関係落札資格停止要綱」に基づく落札資格停止措置

を受けたとき。 

五 本契約に関し、暴力団員等による不当介入を受けたにもかかわらず、警察への通

報若しくは発注者への報告を怠り、著しく信頼を損なう行為を行ったと認められるとき。 

２ 前項により本契約が解除された場合、甲及び乙は、終了後２か月以内に、発明等及

び本件知的財産権の内容・権利帰属等の詳細を書面にて確認する。 

 

（乙の解除権） 

第２７条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。 

一 甲の責に帰すべき理由により、本契約の目的を達することができないと認められると

き。 

二 前号に掲げる場合のほか、甲が本契約に違反し、その違反により本契約の目的を

達することができないと認められるとき。 

三 本契約に関し、甲が不正又は不誠実な行為をしたと乙が認めたとき。 

２ 前項により本契約が解除された場合、甲及び乙は、終了後２か月以内に、発明等及

び本件知的財産権の内容・権利帰属等の詳細を書面にて確認する。 

 

（産業廃棄物に係る共同研究の取扱）＜必要に応じて追加し、以下の条数を変更＞ 

第２８条 産業廃棄物に関連する共同研究においては、他の条項に加えて、次の各号を

適用するものとする。 

 一 甲又は乙が所有又は管理しない土地等を使用して行う研究は実施しないものとす



る。ただし、食品由来廃棄物等で安全性に合理的理由のある場合を除く。 

 二 乙は、第３条に定める共同研究の研究実施期間中において、研究対象とする産業

廃棄物に関する成分及び製造方法等の情報について、甲が乙に求めた場合は、こ

れらに関する情報を提出しなければならない。この場合において、必要となる費用

は乙の負担とする。 

 三 甲及び乙は、第３条に定める共同研究の研究実施期間中において生じた成果物

又は生産物を商品として流通させないものとする。ただし、食品由来廃棄物等で安

全性に合理的理由のある場合を除く。 

 

（協議） 

第２８条 この契約に定めるもののほか、本共同研究の実施に関し必要な事項について

は、甲と乙が協議して定めるものとする。 

 

（管轄裁判所） 

第２９条 この契約に関する訴訟については、三重県津市を管轄する裁判所を専属的合

意管轄裁判所とする。 

 

 

この契約を締結した証として、本書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各1通を保有

する。 

 

 

 

令和  年  月  日 

 

 

（甲）三重県津市広明町１３番地 

三重県 

三重県知事  一 見 勝 之  

 

（乙）住所 

会社名 

所属・役職・氏名 



別表第１ 

分担する研究課題 分担する研究課題の概要 
分 担 

甲 乙 

の研究 の研究 〇 － 

の研究 の研究 － 〇 

の評価 の評価 〇 〇 

 

別表第２ 

担当機関 所属名 職名 氏 名 

甲 

三重県農業研究所 

 
○○○○研究課 

課長兼総括

研究員 
 

三重県農業研究所 

 
○○○○研究課 主幹研究員  

三重県農業研究所 

 
○○○○研究課 研究員  

乙 

○○○○○株式会社 

 
○○○○部 副統轄  

○○○○○株式会社 

 
○○○○部 主事  

○○○○○株式会社 

 
○○○チーム 主事  

 



別表第３ 甲が分担する共同研究に要する経費予定額              （単位：円）

経費 

区分 予定額 備考 

委託費 〇〇,〇〇〇 （うち消費税及び地方消費税の額〇,〇〇〇円） 

経費内訳 

区分 予定額（税込み） 積算基礎 

直接経費 

 〇〇〇 

 〇〇〇 

 〇〇〇 

 

〇,〇〇〇 

  〇,〇〇〇 

〇,〇〇〇    

 

間接経費 〇,〇〇〇 直接経費の３０％以内 

合    計 ○〇,〇〇〇  

 

【記入例】 

経費 

区分 予定額 備考 

委託費 ５００，０００ 
（うち消費税及び地方消費税の額45,454円） 

※小数点以下切り捨て 

経費内訳 

区分 予定額（税込み） 積算基礎 

直接経費 

 旅費 

 消耗品 

 備品 

 

８５，０００   

  ２０，０００ 

２８０，０００ 

    

 

間接経費 １１５，０００ 直接経費の３０％以内 

合    計 ５００，０００  

 

 


